
（
寸
土
）

最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
和
三
○
年
一
○
月
七
日
の
い
わ
ゆ
る
前
借
金
無
効
判
決
は
、
従
来
の
判
例
理
論
か
ら
の
絶
縁
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
、

前
借
金
を
め
ぐ
る
判
例
の
画
期
的
な
転
向
を
示
し
た
も
の
と
し
て
大
き
な
評
価
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
判
例
理
論
の
骨
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
酌
婦
と
し
て
稼
働
す
る
契
約
と
、
消
費
貸
借
名
義
に
よ
る
前
借
金
の
授
受
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
対
価
関
係
、

密
接
不
可
分
関
係
に
あ
る
か
ら
、
契
約
の
一
部
た
る
酌
婦
稼
働
契
約
が
無
効
で
あ
れ
ば
、
契
約
全
体
も
、
す
な
わ
ち
前
借
金
自
体
も
無
効
と
な
る
。

こ
の
最
高
裁
判
決
が
だ
さ
れ
る
ま
で
の
前
借
金
契
約
に
つ
い
て
の
大
審
院
の
支
配
的
見
解
は
、
最
も
簡
略
化
し
て
述
べ
れ
ば
、
前
借
金
稼
業
契

約
は
稼
業
契
約
と
前
借
金
契
約
と
の
そ
れ
ぞ
れ
別
個
独
立
の
二
個
の
契
約
か
ら
な
り
、
債
務
弁
済
方
法
と
し
て
の
前
者
が
た
と
え
公
序
良
俗
に
反

し
て
無
効
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
純
然
た
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
で
あ
る
前
借
金
契
約
に
は
何
ら
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

（
ワ
色
）

例
え
ば
、
こ
の
最
高
裁
の
判
決
に
あ
る
大
審
院
大
正
一
○
年
九
月
二
九
日
判
決
「
貸
金
丼
損
害
賠
償
請
求
ノ
件
」
で
は
、
芸
妓
稼
業
を
強
制
す

る
部
分
と
前
借
金
に
関
す
る
部
分
に
分
け
、
芸
妓
稼
業
契
約
は
人
身
の
自
由
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
法
九
○
条
（
公
序
良
俗
）
に
よ
り
無
効

芸
娼
妓
契
約
の
法
的
効
力

論
説

は
じ
め
に
ｌ
大
審
院
の
支
配
的
見
解
Ｉ

山
中
至
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で
あ
る
。
前
借
金
に
つ
い
て
は
「
純
然
ダ
ル
消
費
貸
借
」
で
あ
る
場
合
は
、
稼
業
契
約
の
効
力
と
は
無
関
係
に
有
効
だ
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し

前
借
金
の
授
受
が
「
名
義
〈
貸
借
契
約
ナ
レ
ド
モ
、
其
真
意
〈
芸
妓
稼
業
ノ
実
質
ヲ
構
成
シ
」
「
芸
妓
稼
業
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
対
価
」
で
あ
れ
ば
無

効
で
あ
る
、
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
大
審
院
の
伝
統
的
見
解
に
従
っ
て
二
元
論
的
構
成
を
採
り
、
前
借
金
を
有
効
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
判
示
し
て
お
り
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
理
解
さ
れ
て
い
る
判
例
で
あ
る
。
ま
た
最
高
裁
の
判
決
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
う
一
の
判
例

（
Ｑ
Ｊ
）

で
あ
る
大
審
院
大
正
七
年
一
○
月
一
二
日
判
決
「
損
害
賠
償
請
求
ノ
件
」
は
抱
主
が
芸
妓
を
誘
拐
し
た
第
三
者
に
対
し
て
、
債
権
侵
害
を
理
由
と

し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
親
が
娘
を
芸
妓
稼
業
さ
せ
る
こ
と
を
約
し
前
借
金
を
受
け
取
っ
た
関
係
を
、
前
借
金
の

部
分
と
稼
業
の
部
分
に
分
離
し
て
判
断
す
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。

従
来
の
大
審
院
判
例
に
は
若
干
の
動
揺
・
変
更
は
あ
る
が
、
そ
の
支
配
的
見
解
は
芸
娼
妓
契
約
を
消
費
貸
借
契
約
と
稼
業
契
約
と
の
二
契
約
に

分
断
し
、
前
借
金
を
消
費
貸
借
上
の
借
金
と
見
て
お
り
、
こ
こ
で
は
前
借
部
分
と
稼
業
部
分
と
は
別
個
・
可
分
と
い
う
二
元
論
的
構
成
を
採
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
最
高
裁
（
昭
和
三
○
年
一
○
月
七
日
）
判
決
で
は
、
前
借
部
分
と
稼
業
部
分
を
一
体
・
不
可
分
の
も
の
と

捉
え
て
お
り
、
従
来
の
判
例
理
論
と
訣
別
し
て
、
一
元
論
的
構
成
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
稼
業
契
約
と
消
費
貸
借
契
約
は
「
密
接

に
関
連
し
て
互
い
に
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
」
、
だ
か
ら
全
部
が
無
効
と
な
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
４
坐
）

明
治
初
期
の
重
要
な
法
令
に
、
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
に
触
発
さ
れ
て
立
法
さ
れ
た
明
治
五
年
一
○
月
二
日
大
政
官
第
二
九
五
号
布
告
が
あ
る
。

こ
の
布
告
は
人
身
の
売
買
禁
止
を
確
認
し
、
年
期
奉
公
に
名
を
借
り
る
売
買
同
様
の
所
業
を
禁
止
す
る
。
ま
た
娼
妓
・
芸
妓
等
の
年
期
奉
公
人
は

一
切
解
放
し
、
こ
れ
ら
奉
公
人
と
抱
主
と
の
間
の
貸
借
事
件
は
裁
判
所
で
取
り
上
げ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
週
間
後
の
同
月
九
日
に
は
い

（
５
）

わ
ゆ
る
「
牛
馬
き
り
ほ
ど
き
」
と
称
さ
れ
た
司
法
省
第
一
三
号
に
よ
っ
て
、
抱
主
と
奉
公
人
間
の
金
銭
貸
借
関
係
に
つ
い
て
、
解
放
し
た
芸
娼
妓

（
６
）

に
対
す
る
債
権
は
無
効
で
あ
る
と
指
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
明
治
八
年
八
月
一
四
日
に
太
政
官
は
第
一
二
八
号
布
告
を
以
て
、
借
金
に
つ
い
て
人
身

を
抵
当
と
す
る
こ
と
を
厳
禁
す
る
。

し
か
し
他
方
で
、
政
府
と
し
て
径

の
で
あ
り
、
従
来
の
よ
う
に
遊
女
宮

方
で
、
政
府
と
し
て
は
人
身
売
買
を
禁
止
し
、
芸
娼
妓
を
解
放
し
て
も
、
売
春
を
禁
じ
、
遊
廓
を
廃
止
す
る
意
思
は
毛
頭
な
か
っ
た

従
来
の
よ
う
に
遊
女
屋
が
遊
女
を
抱
え
て
営
業
す
る
の
で
は
な
く
、
貸
座
敷
業
者
が
自
由
意
思
に
よ
る
独
立
し
た
娼
妓
に
座
敷
を
貸
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当
時
の
判
決
原
本
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
。

（
ワ
ｊ
）

明
治
三
三
年
一
○
月
二
日
「
娼
妓
取
締
規
則
」
（
内
務
省
令
第
四
四
号
）
は
、
第
四
条
と
第
六
条
で
、
娼
妓
名
簿
削
除
申
請
は
娼
妓
本
人
が
単
独

で
で
き
、
ま
た
何
人
も
妨
害
で
き
な
い
と
し
て
、
娼
妓
の
自
由
廃
業
権
を
法
定
し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
（
「
貸
座
敷
娼
妓
取
締
規
則
」
に

よ
り
）
、
娼
妓
が
廃
業
す
る
に
は
、
貸
座
敷
主
（
Ⅱ
遊
廓
の
楼
主
）
・
取
締
が
廃
業
届
へ
連
署
・
調
印
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
楼
主
側
が
調
印
を
拒

（
Ｑ
Ｕ
）

否
し
て
、
裁
判
に
な
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
大
審
院
の
明
治
二
九
年
三
月
二
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
届
調
印
請
求
ノ
件
」
と
明
治
三
三
年

（
ｎ
コ
）

二
月
二
三
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
届
一
一
調
印
請
求
ノ
件
」
は
娼
妓
が
廃
業
届
に
楼
主
の
調
印
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
芸
娼
妓
の
自
由
廃
業
を

認
め
た
判
決
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
殊
に
明
治
二
九
年
判
決
は
大
審
院
が
芸
娼
妓
の
自
由
廃
業
を
認
め
た
最
初
の
輝
か
し
い
判
決
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
芸
娼
妓
契
約
は
人
身
の
自
由
を
極
度
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
全
部
無
効
で
あ
る
、
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
三
三
年
判

明
治
三
三
年
一
○
月
二
日
「
娼
妓
取
締
規
則
」
（
内
務
省
令
第
四
四
号
）
は
、
第
四
条
と
第
六
条
で
、
娼
妓
名
簿
削
除
申
請
は
娼
妓
本
人
が
単
独

で
で
き
、
ま
た
何
人
も
妨
害
で
き
な
い
と
し
て
、
娼
妓
の
自
由
廃
業
権
を
法
定
し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
（
「
貸
座
敷
娼
妓
取
締
規
則
」
に

よ
り
）
、
娼
妓
が
廃
業
す
る
に
は
、
貸
座
敷
主
（
Ⅱ
遊
廓
の
楼
主
）
・
取
締
が
廃
業
届
へ
連
署
・
調
印
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
楼
主
側
が
調
印
を
拒

（
Ｑ
Ｕ
）

否
し
て
、
裁
判
に
な
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
大
審
院
の
明
治
二
九
年
三
月
二
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
届
調
印
請
求
ノ
件
」
と
明
治
三
三
年

（
ｎ
コ
）

二
月
二
三
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
届
一
一
調
印
請
求
ノ
件
」
は
娼
妓
が
廃
業
届
に
楼
主
の
調
印
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
芸
娼
妓
の
自
由
廃
業
を

認
め
た
判
決
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
殊
に
明
治
二
九
年
判
決
は
大
審
院
が
芸
娼
妓
の
自
由
廃
業
を
認
め
た
最
初
の
輝
か
し
い
判
決
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
芸
娼
妓
契
約
は
人
身
の
自
由
を
極
度
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
全
部
無
効
で
あ
る
、
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
三
三
年
判

す
と
い
う
形
式
に
改
め
、
解
放
令
の
直
後
に
は
、
各
府
県
に
「
遊
女
営
業
規
則
」
・
「
娼
妓
芸
妓
席
貸
規
則
」
・
「
貸
座
敷
渡
世
規
則
」
・
「
娼

妓
規
則
」
・
「
芸
妓
規
則
」
等
を
定
め
、
芸
娼
妓
渡
世
に
つ
い
て
は
、
地
方
官
が
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
芸
娼
妓
の
公
認
で
も
あ

っ
た
か
ら
、
先
の
芸
娼
妓
解
放
令
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
中
で
、
多
く
の
芸
娼
妓
関
係
の
訴
訟
が
発
生
し
た
こ
と
が

決
に
な
る
と
、
貸
座
敷
営
業
者
と
娼
妓
と
の
間
に
於
け
る
「
金
銭
貸
借
上
ノ
契
約
」
と
「
身
体
ヲ
拘
束
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
ル
契
約
」
と
は
各
左
「
独

立
ス
ル
契
約
」
で
あ
り
、
「
身
体
ヲ
拘
束
ス
ル
契
約
」
に
つ
い
て
は
無
効
で
あ
り
、
「
明
治
五
年
第
二
百
九
十
五
号
布
告
ノ
精
神
」
に
依
る
も
許

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
判
決
は
芸
娼
妓
稼
業
契
約
を
稼
業
契
約
と
前
借
金
契
約
に
分
離
し
、
稼
業
契
約
は
無
効
で
あ
る

と
し
、
前
借
金
契
約
に
つ
い
て
は
有
効
を
暗
示
し
て
お
り
、
二
元
論
を
採
る
そ
の
後
の
大
審
院
判
決
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
「
芸
娼
妓
契
約
の
法
的
効
力
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
最
高
裁
の
昭
和
三
○
年
一
○
月
七
日
の
前
借
金
無
効
判
決
を
中
心
に
、
我
妻
栄

（
、
）

・
末
弘
厳
太
郎
・
川
島
武
宜
・
中
川
善
之
助
・
西
村
信
雄
・
田
村
五
郎
な
ど
多
数
の
研
究
者
に
よ
り
、
馨
し
い
業
績
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
明
治

民
法
施
行
以
後
の
大
審
院
判
決
を
主
な
素
材
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
未
公
刊
の
た
め
か
、
従
来
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
東
京
地

裁
・
東
京
高
裁
の
判
決
原
本
を
素
材
と
し
て
、
し
か
も
こ
れ
ま
で
全
く
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
明
治
民
法
施
行
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
明
治
前
期

に
お
け
る
「
芸
娼
妓
契
約
の
法
的
効
力
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
視
座
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
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私
が
蒐
集
し
た
判
決
の
中
で
、
娼
妓
廃
業
を
請
求
す
る
訴
訟
の
最
初
の
も
の
は
、
東
京
上
等
裁
判
所
明
治
二
年
九
月
一
二
日
判
決
「
娼
妓
廃

（
ｕ
）

業
故
障
一
件
」
で
あ
る
。
原
告
Ｔ
貸
座
敷
業
）
は
廃
業
願
書
に
調
印
を
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
判
決
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
甲
第
二
号

証
二
、
返
却
ノ
儀
ハ
本
年
十
二
月
廿
五
日
限
右
稼
高
ヲ
以
返
済
可
致
約
定
相
違
無
御
座
候
、
然
ル
上
ハ
廃
業
等
致
候
節
〈
精
算
相
立
、
不
足
金
有

之
候
〈
、
、
珊
無
相
違
一
時
皆
済
可
仕
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ
の
趣
旨
は
被
告
Ｔ
娼
妓
）
に
於
い
て
廃
業
を
な
す
場
合
は
一
時
に
借
用
金
を
償
却

す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
全
て
借
用
金
を
償
却
し
た
後
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
廃
業
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
被
告
は
病

気
に
罹
り
廃
業
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
原
告
二
於
テ
、
被
告
二
対
ス
ル
借
用
金
ノ
償
却
二
至
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
故
障
ノ
原
因
ト
為
シ
、

廃
業
願
ノ
調
印
ヲ
拒
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
」
。
「
因
テ
原
告
ノ
申
分
不
相
立
、
到
底
初
審
ノ
裁
判
所
裁
判
ノ
通
可
相
心
事
」
と
あ
る
。
こ
の

判
決
に
よ
る
と
、
第
一
審
は
横
浜
裁
判
所
で
あ
り
、
娼
妓
廃
業
の
自
由
を
認
め
た
判
決
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
明
治
二
年
の

判
決
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
後
の
東
京
高
裁
に
お
い
て
も
、
明
治
一
三
年
六
月
三
○
日
判
決
「
娼
妓

（
岨
）
（
週
）

廃
業
拒
障
除
一
件
」
、
明
治
一
五
年
一
○
月
三
○
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
願
書
一
一
調
印
差
拒
ノ
詞
訟
」
な
ど
娼
妓
の
自
由
廃
業
を
認
め
て
い
る
。

（
皿
）

東
京
地
裁
に
お
い
て
は
娼
妓
廃
業
請
求
の
最
初
の
判
決
は
明
治
一
二
年
二
月
一
七
日
の
娼
妓
の
母
か
ら
の
「
娼
妓
廃
業
取
戻
ノ
訴
訟
」
で
あ
る
。

被
告
は
残
金
皆
済
の
後
で
な
い
と
廃
業
は
さ
せ
ら
れ
な
い
と
抗
弁
す
る
。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
決
し
て
い
る
。
「
被
告
二
於
テ
第
一
号
ノ
契

約
一
三
リ
差
引
残
高
皆
済
ノ
上
ナ
ラ
テ
ハ
請
求
二
応
シ
難
キ
旨
申
立
ル
ト
錐
モ
、
第
一
号
ノ
契
約
ハ
当
時
ノ
借
用
金
ヲ
皆
済
ス
ヘ
キ
ノ
約
定
一
一
シ

第
一
に
芸
娼
妓
廃
業
願
書
調
印
請
求
訴
訟
を
紹
介
し
、
芸
娼
妓
の
廃
業
の
自
由
に
つ
い
て
考
え
、
さ
ら
に
そ
こ
に
お
け
る
判
例
理
論
に
つ
い
て

大
審
院
の
支
配
的
見
解
の
系
譜
を
辿
る
。
第
二
に
楼
主
か
ら
の
芸
娼
妓
営
業
の
強
制
や
楼
主
か
ら
の
実
家
な
ど
に
立
ち
戻
っ
て
い
る
芸
娼
妓
の
取

戻
請
求
に
つ
い
て
考
え
る
。
第
三
に
前
借
金
契
約
の
法
律
的
性
格
に
関
す
る
判
例
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
第
四
に
芸
娼
妓
と
す
る
た
め
の
養
女
契

約
、
い
わ
ゆ
る
コ
生
不
通
養
子
」
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
考
え
る
。

一
芸
娼
妓
廃
業
願
書
調
印
請
求
訴
訟
と
芸
娼
妓
の
廃
業
の
自
由
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テ
、
将
来
か
ね
ト
相
対
ノ
貸
金
一
一
関
係
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
、
然
し
〈
則
か
ね
へ
貸
金
ア
ル
ヲ
以
テ
廃
業
ヲ
拒
ム
ノ
理
由
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
、
因
テ

原
告
力
認
メ
タ
ル
一
三
四
号
ノ
貸
金
ヲ
稼
高
ノ
内
ヨ
リ
差
引
、
残
金
〈
原
告
ヨ
リ
被
告
へ
償
却
シ
、
本
人
か
ね
〈
原
告
へ
引
渡
ス
ヘ
シ
」
・
こ
こ

で
は
借
金
の
償
却
義
務
は
あ
る
が
、
身
分
拘
束
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

（
妬
）

東
京
裁
明
治
一
四
年
一
○
月
二
九
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
連
署
差
拒
ノ
訴
訟
」
で
は
「
抑
モ
原
告
等
（
Ⅱ
娼
妓
二
名
な
ど
）
ヵ
正
業
二
就
カ
ン
ト
ス

ル
｜
一
其
ノ
之
ヲ
為
ス
自
己
ノ
権
内
ニ
シ
テ
制
止
ス
ヘ
ヵ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
、
然
シ
テ
乙
第
一
号
乃
至
四
号
証
二
因
リ
テ
貸
金
皆
済
ナ
ラ
サ
レ
ハ
娼

妓
稼
業
ヲ
強
テ
為
サ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
〈
、
人
ノ
身
体
自
由
ヲ
抑
制
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
無
効
ノ
契
約
ナ
リ
ト
ご
と
あ
り
、
娼
妓
稼
業
契
約

は
人
身
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
無
効
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。（

略
）

東
京
始
審
裁
明
治
一
五
年
一
二
月
二
八
日
判
決
「
芸
妓
廃
業
妨
害
ノ
訴
訟
」
で
は
「
伎
芸
ノ
事
業
ヲ
以
テ
強
テ
人
身
ヲ
束
縛
ス
ル
ノ
契
約
〈
法

理
上
固
ヨ
リ
成
立
タ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
」
と
明
言
し
た
の
ち
、
た
と
え
被
告
は
他
に
金
円
取
引
の
こ
と
が
あ
る
と
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
芸
妓
廃

業
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
さ
て
ま
た
被
告
が
従
来
の
稼
高
を
棄
損
せ
し
め
将
来
得
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
金
を
反
対
請
求
す
る
よ

う
な
こ
と
は
更
に
不
当
な
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
「
被
告
〈
原
告
（
Ｉ
娼
妓
の
母
）
ノ
請
求
二
応
シ
テ
、
り
よ
ガ
芸
妓
ヲ
廃
業
ス
ル
ニ

任
セ
、
其
営
業
鑑
札
ヲ
引
渡
ス
可
ク
、
又
原
告
〈
被
告
一
一
金
百
円
ヲ
償
却
ス
可
シ
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
裁
判
所
は
稼
業
契
約
と
前
借
金
契
約
を

区
分
す
る
二
分
法
を
採
り
、
稼
業
契
約
は
人
身
を
束
縛
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
無
効
と
し
、
前
借
金
契
約
は
有
効
と
す
る
論
理
構
成
を
採
っ
て
い

（
Ⅳ
）

る
の
で
あ
る
。
同
様
に
同
裁
の
明
治
一
七
年
三
月
二
六
日
判
決
「
芸
妓
稼
業
及
稼
高
計
算
ノ
詞
訟
」
も
翌
日
の
二
七
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
故
障
解

（
岨
）

除
ノ
詞
訟
」
も
、
前
借
金
返
弁
の
後
で
な
け
れ
ば
廃
業
願
書
に
調
印
し
な
い
と
の
抗
弁
に
対
し
て
、
娼
妓
廃
業
の
要
求
を
拒
否
す
る
こ
と
は
不
当

で
あ
る
と
判
決
し
て
い
る
。

以
上
は
芸
娼
妓
契
約
に
つ
い
て
二
元
論
的
構
成
を
採
り
、
稼
業
契
約
を
無
効
と
す
る
の
に
人
身
の
拘
束
が
あ
る
と
し
て
明
治
五
年
第
二
九
五
号

二
人
身
の
抵
当
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（
四
）

東
京
始
審
裁
明
治
一
五
年
六
月
二
九
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
願
書
へ
調
印
差
拒
ミ
ノ
訴
訟
」
は
娼
妓
自
身
か
ら
の
貸
座
敷
渡
世
に
対
す
る
廃
業
願

書
の
調
印
請
求
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
原
告
が
借
用
金
を
完
済
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
た
と
え
病
症
が
娼
妓
稼
ぎ
が
で
き
な
い
程
の
も
の

で
な
い
に
し
て
も
、
す
で
に
原
告
が
正
業
に
就
き
今
後
娼
妓
営
業
を
し
な
い
こ
と
を
決
心
し
た
上
は
、
乙
第
壱
号
証
の
貸
金
は
原
告
の
資
産
を
以

て
返
済
を
受
く
る
に
止
ま
る
も
の
と
す
る
。
被
告
自
身
が
自
陳
す
る
よ
う
に
、
本
訴
貸
金
は
娼
妓
稼
高
を
引
当
（
Ｉ
抵
当
）
と
し
て
お
り
、
そ
の

貸
金
皆
済
に
致
ら
な
い
内
は
、
本
人
の
承
諾
が
な
く
て
も
強
い
て
そ
の
稼
ぎ
を
以
て
弁
償
を
要
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
人
ノ
身
体
自
由

ヲ
抑
制
一
〈
ル
」
も
の
で
あ
り
、
明
治
八
年
第
一
二
八
号
布
告
の
精
神
に
背
戻
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
は
調
印
を
拒
む
権
利
は
な
い
、
と
あ
る
。

（
卯
）

次
に
東
京
始
審
裁
の
明
治
一
六
年
二
月
一
○
日
判
決
は
娼
妓
自
身
か
ら
の
「
娼
妓
廃
業
調
印
請
求
ノ
詞
訟
」
で
あ
り
、
「
乙
第
一
二
号
証
契

約
ノ
如
ク
借
用
金
皆
済
ノ
上
一
一
ア
ラ
サ
レ
ハ
、
原
告
ヵ
娼
妓
廃
業
ヲ
ナ
シ
正
業
二
就
ク
能
ハ
サ
ル
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
乙
第
一
二
号
証
ハ
即
チ
金
銭

ノ
為
メ
人
ノ
身
体
ヲ
抵
当
ニ
シ
タ
ル
不
法
ノ
契
約
ナ
レ
ハ
、
法
律
上
其
効
力
ヲ
有
セ
サ
ル
｜
一
因
り
、
被
告
〈
貸
金
返
済
セ
サ
ル
逆
、
原
告
ヵ
娼
妓

廃
業
届
書
二
連
署
調
印
ヲ
拒
ム
ノ
権
利
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
あ
る
。
こ
の
判
決
で
も
、
稼
業
契
約
は
人
の
身
体
を
抵
当
に
し
た
も
の
で
、
不
法
な

契
約
で
あ
る
か
ら
、
無
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
明
治
八
年
第
一
二
八
号
布
告
は
人
身
を
抵
当
と
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
で
も
こ
の
布
告
に
準
拠
し
て
娼
妓
稼
業
契
約
を
無
効
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

芸
娼
妓
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
裁
判
所
の
見
解
を
展
開
し
て
い
る
次
の
判
決
は
重
要
で
あ
る
。
東
京
始
審
裁
明
治
一
九
年
四
月
三
○
日
判
決

（
虹
）

「
娼
妓
廃
業
調
印
差
拒
ノ
訴
訟
」
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
娼
妓
自
身
か
ら
の
娼
妓
廃
業
請
求
で
あ
る
。
被
告
と
原
告
の
間
に
は
、
被
告
は
原
告
に

一
二
三
円
五
○
銭
を
貸
与
し
、
原
告
は
娼
妓
と
な
り
そ
の
稼
高
を
も
っ
て
返
償
に
充
て
、
元
利
皆
済
す
る
ま
で
は
精
実
に
相
稼
ぎ
、
も
し
中
途
で

廃
業
・
転
業
等
を
な
す
と
き
は
必
ず
そ
の
借
金
を
完
償
す
べ
し
と
す
る
契
約
が
あ
る
。
裁
判
所
は
「
此
契
約
奎
箇
ノ
契
約
ニ
ァ
ラ
ズ
シ
テ
主
従

二
筒
ノ
契
約
ヨ
リ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
金
銭
貸
借
ノ
主
契
約
ト
稼
高
ヲ
以
テ
返
弁
ス
ヘ
キ
担
保
ノ
従
契
約
ナ
リ
」
と
し
、
今
原
告
は
主
契
約
の

義
務
を
尽
く
さ
ず
し
て
、
従
契
約
に
違
背
し
て
娼
妓
を
廃
業
せ
ん
と
訟
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
訴
に
お
い
て
は
そ
の
従
契
約
の
効
力
如
何
を
審

布
告
と
司
法
省
第
一
三
号
を
根
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
判
例
で
あ
る
が
、
他
に
稼
業
契
約
の
無
効
を
判
断
す
る
の
に
明
治
八
年
第
二
一
八

号
布
告
に
準
拠
し
て
い
る
判
決
が
あ
る
。
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定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
娼
妓
の
稼
高
を
以
て
負
債
を
弁
償
す
べ
き
担
保
の
契
約
は
、
そ
の
名
は
稼
高
を
抵
当
に
な
す
の
契
約

で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
そ
の
稼
高
は
実
に
娼
妓
の
所
業
に
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
実
娼
妓
の
所
業
を
以
て
抵
当
に
な
し
た
る
も
の
と

謂
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
判
決
に
は
「
娼
妓
ノ
所
業
ノ
如
キ
ハ
法
理
上
決
シ
テ
売
買
若
〈
抵
当
ノ
目
的
ト
為
シ
、
裁
判
所
ノ
公
カ
ヲ
貸
シ
飽
マ
テ
之

ヲ
執
行
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ァ
ラ
ズ
ト
ス
、
然
ル
ー
本
訴
従
契
約
〈
実
二
娼
妓
ノ
所
業
ヲ
抵
当
ト
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
〈
、
則
法
理
上
抵
当
ノ
目

的
ト
為
ス
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
抵
当
ト
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
当
初
ヨ
リ
全
ク
無
効
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
、
且
娼
妓
ノ
所
業
〈
．
．
…
・
其
性
質
ト

シ
テ
学
術
技
芸
力
役
等
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
ァ
ラ
サ
レ
ハ
、
其
抵
当
ノ
実
ヲ
挙
ケ
ン
ト
ス
ル
｜
天
、
必
ス
娼
妓
其
人
ノ
身
体
ヲ
抵
当
二
為
サ
、
ル
可

ラ
ス
…
…
而
シ
テ
人
身
ノ
抵
当
〈
明
治
八
年
第
二
（
一
の
誤
）
百
二
拾
八
号
ヲ
以
テ
布
告
一
一
ナ
リ
タ
ル
法
律
ノ
厳
禁
ス
ル
所
ナ
リ
ト
ス
、
故
一
一
本

訴
従
契
約
〈
不
法
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
原
告
一
一
於
テ
ハ
之
一
一
関
セ
ス
自
由
二
娼
妓
ヲ
廃
業
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
有
シ
、
被
告
〈
強
テ
之
ヲ
拒
絶
ス
ル
ヲ
得

サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
、
と
あ
る
。
稼
業
契
約
は
娼
妓
の
身
体
を
担
保
と
す
る
も
の
で
あ
り
明
治
八
年
第
一
二
八
号
布
告
に
よ
り
無
効
の
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
原
告
は
自
由
に
娼
妓
を
廃
業
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
金
銭
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
、
原
告
は
そ
の

負
債
を
完
償
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
訴
従
契
約
〈
消
滅
ス
ト
雌
、
其
主
契
約
〈
依
然
ト
シ
テ
存
立
ス
ル
モ

ノ
ナ
リ
、
故
二
原
告
二
於
テ
ハ
勿
論
被
告
二
対
シ
其
負
債
ヲ
完
償
ス
ル
ノ
義
務
を
負
フ
モ
ノ
ト
ス
」
・
こ
こ
で
も
前
借
金
契
約
と
稼
業
契
約
と
の

二
元
論
的
構
成
を
採
る
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

芸
妓
営
業
者
か
ら
芸
妓
に
対
す
る
芸
妓
営
業
の
強
制
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

（
配
）

東
京
始
審
裁
明
治
一
三
年
五
月
二
九
日
判
決
「
契
約
履
行
ノ
訴
訟
」
で
は
、
原
告
（
Ｉ
芸
妓
屋
営
業
）
が
主
と
し
て
請
求
す
る
要
点
は
、
甲
第
二

号
証
第
四
条
の
約
定
に
基
づ
き
、
被
告
（
Ｉ
芸
妓
）
を
原
告
方
に
呼
び
寄
せ
強
い
て
芸
妓
業
を
営
ま
せ
て
、
甲
第
壱
号
証
に
対
す
る
貸
金
の
返
済

を
受
け
た
い
と
言
う
に
あ
る
の
だ
が
、
裁
判
所
は
若
し
被
告
に
於
い
て
病
気
と
称
し
て
原
告
の
請
求
に
応
じ
な
い
時
は
、
「
其
裁
判
執
行
ダ
ル
、

三
芸
娼
妓
営
業
の
強
制
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娼
妓
か
ら
の
廃
業
調
印
請
求
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
訴
訟
と
し
て
賃
座
敷
営
業
者
か
ら
の
実
家
な
ど
に
帰
っ
て
い
る
娼
妓
取
戻
請
求
が
あ
る
。

東
京
地
裁
は
全
て
楼
主
に
よ
る
娼
妓
の
取
戻
請
求
を
否
定
し
て
い
る
。

（
型
）

東
京
裁
明
治
一
四
年
三
月
一
八
日
判
決
「
芸
妓
立
戻
ノ
詞
訟
」
で
は
、
芸
妓
と
共
同
被
告
で
あ
る
芸
妓
の
母
は
、
娘
は
甲
号
証
の
約
定
に
て
四

年
間
原
告
方
に
於
い
て
芸
妓
出
稼
ぎ
さ
せ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
娘
が
原
告
方
へ
立
ち
戻
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
存
が
な
い
と
申
し
立
て
る
の
で
あ

る
が
、
芸
妓
本
人
は
原
告
の
妻
と
心
行
合
わ
な
い
だ
け
で
な
く
、
芸
妓
を
廃
業
し
た
い
か
ら
原
告
方
へ
立
ち
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
申
し
立
て

て
い
る
。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
決
し
て
い
る
。
甲
号
証
に
「
我
等
ヨ
リ
違
約
致
シ
廃
業
又
〈
他
へ
住
替
ノ
節
〈
、
別
紙
借
用
金
〈
不
残
即
時

二
返
済
可
仕
云
々
」
と
あ
る
上
は
、
原
告
に
於
い
て
「
貸
金
ヲ
求
ム
ル
ノ
訴
権
」
は
あ
る
が
、
「
芸
妓
廃
業
ヲ
拒
ム
ノ
権
」
は
な
い
の
で
あ
り
、
原

結
局
被
告
ノ
身
体
二
対
シ
カ
ヲ
用
ヒ
テ
強
制
セ
サ
ル
ニ
至
ラ
シ
、
斯
ノ
如
キ
ハ
民
事
裁
判
ノ
執
行
上
之
ヲ
許
ス
所
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
述
べ
て

い
る
。
芸
妓
営
業
を
強
制
す
る
こ
と
は
民
事
裁
判
の
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
斥
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時

に
、
被
告
に
於
い
て
甲
第
二
号
証
に
違
背
し
て
芸
妓
業
を
営
ま
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
甲
第
壱
号
証
に
対
す
る
金
額
は
一
時
に
返
弁
す
べ
き
義
務
が

あ
る
と
の
判
断
も
下
し
て
お
り
、
同
年
九
月
二
四
日
に
は
身
代
限
（
Ｉ
破
産
）
の
命
令
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
貸
座
敷
渡
世
か
ら
の
芸
妓
営
業
強
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
判
決
よ
り
約
二
○
年
前
に
東
京
裁
に
判
決
が
あ
る
。
明
治
一
二
年
五
月
一
七
日

（
羽
）

判
決
「
芸
妓
出
稼
約
定
履
行
ノ
訴
訟
」
で
あ
る
。
原
告
は
被
告
両
人
の
依
頼
に
任
せ
、
第
壱
号
証
書
を
以
て
、
サ
ダ
が
芸
妓
出
稼
ぎ
の
た
め
金
円

を
貸
与
し
、
寓
居
い
た
さ
せ
置
き
た
る
に
、
サ
ダ
は
慾
に
帰
宅
し
、
該
契
約
に
違
背
し
た
の
で
、
速
や
か
に
原
告
方
に
立
ち
戻
り
芸
妓
営
業
致
す

よ
う
に
裁
判
を
請
う
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
「
被
告
力
芸
妓
営
業
ヲ
為
ス
ト
為
サ
、
ル
ト
ニ
己
ノ
自
由
二
任
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル

｜
一
拠
り
、
設
上
幾
計
ノ
負
債
又
〈
何
等
ノ
契
約
ア
レ
ト
モ
、
彼
ヲ
シ
テ
該
営
業
ヲ
強
ユ
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
述
べ
、
明
確
に
貸
座
敷
営
業

者
に
よ
る
芸
妓
営
業
の
強
制
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
楼
主
か
ら
の
芸
娼
妓
の
取
戻
請
求
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以
上
に
掲
げ
た
判
決
以
外
に
、
東
京
地
裁
に
は
前
借
金
の
弁
済
が
で
き
な
け
れ
ば
廃
業
で
き
な
い
と
す
る
判
決
も
明
治
一
三
年
に
二
件
だ
け

（
羽
）
（
卯
）

（
明
治
一
三
年
一
月
三
一
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
調
印
請
求
ノ
訴
訟
」
と
同
年
一
二
月
一
八
日
判
決
「
娼
妓
廃
業
鑑
札
取
戻
之
訴
訟
」
）
あ
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て

例
外
的
な
判
決
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
芸
妓
の
自
由
廃
業
を
認
め
る
判
決
が
全
く
の
支
配
的
判
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
芸
娼
妓
営
業
の
強
制
も
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
芸
娼
妓
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
、
稼
業
契
約
と
金
銭
貸
借
契

約
と
に
分
断
し
、
稼
業
契
約
は
人
身
を
拘
束
す
る
も
の
、
人
身
を
抵
当
と
す
る
も
の
と
し
て
無
効
で
あ
る
が
、
前
借
金
契
約
は
有
効
で
あ
り
、
廃

業
の
後
で
も
身
代
限
を
し
て
で
も
償
却
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
明
治
後
期
以
降
の
大
審
院
の
支
配
的
見

解
で
あ
る
芸
娼
妓
契
約
の
二
元
論
的
構
成
は
、
こ
の
よ
う
に
東
京
地
裁
や
東
京
高
裁
の
判
決
に
は
夙
に
明
治
二
年
・
二
一
年
以
降
承
ら
れ
る
確

固
た
る
支
配
的
判
例
理
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

告
は
芸
妓
の
取
戻
を
要
請
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
あ
る
。

（
お
）

東
京
始
審
裁
明
治
二
三
年
三
月
三
一
日
判
決
「
芸
妓
弟
子
契
約
履
行
之
訴
訟
」
で
は
、
年
期
途
中
に
実
家
へ
帰
り
、
さ
ら
に
他
所
で
芸
妓
営
業

を
し
て
い
る
芸
妓
の
父
に
対
し
て
、
甲
第
壱
号
証
の
契
約
に
基
づ
き
、
娘
に
七
年
間
芸
妓
弟
子
を
勤
め
る
よ
う
に
裁
判
を
仰
ぐ
と
あ
る
の
だ
が
、

裁
判
所
は
、
芸
妓
で
あ
る
被
告
の
娘
は
原
告
の
取
扱
が
苛
酷
で
あ
る
の
に
苦
し
ゑ
止
む
を
得
ず
原
告
方
を
立
ち
去
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
到
底
該

契
約
は
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
楼
主
か
ら
の
芸
妓
取
戻
の
請
求
を
不
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
妬
）

こ
れ
ら
の
判
決
の
他
に
も
東
京
地
裁
の
明
治
一
○
年
三
月
二
一
日
判
決
「
芸
妓
預
入
取
戻
ノ
訴
訟
」
・
一
三
年
一
○
月
三
○
日
「
抱
芸
妓
取

（
”
）
（
犯
）

戻
ノ
訴
訟
」
・
一
四
年
五
月
三
○
日
「
契
約
履
行
ノ
詞
訟
」
に
お
い
て
も
、
い
ず
れ
も
貸
座
敷
業
者
か
ら
実
家
な
ど
に
立
ち
戻
っ
て
い
る
娼
妓
の

取
戻
請
求
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
借
金
契
約
の
法
律
的
性
質
に
関
す
る
判
例
の
見
解
を
概
観
す
れ
ば
、
稼
高
は
全
て
抱
主
の
も
の
で
あ
り
、
娼
妓
に
よ
る
稼
高
か
ら
借
金
を
差

五
前
借
金
契
約
の
法
律
的
性
格
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判
示
し
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
東
京
地
裁
や
東
京
高
裁
の
初
期
の
判
決
に
は
、
娼
妓
を
抵
当
に
し
た
と
こ
ろ
の
金
銭
の
貸
借
契
約
そ
の
も
の
を
、
明
治
五

年
第
二
九
五
号
布
告
や
同
年
の
司
法
省
第
一
三
号
に
よ
り
、
無
効
と
し
て
い
る
興
味
深
い
判
例
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
妬
）

東
京
上
等
裁
明
治
九
年
一
○
月
判
決
「
貸
金
催
促
ノ
件
」
は
、
「
抑
人
身
売
買
〈
古
来
国
家
ノ
制
禁
ナ
ル
ニ
、
人
身
ヲ
抵
当
ト
シ
金
円
ノ
貸
借

ヲ
約
シ
身
代
金
ヲ
以
テ
弁
償
ヲ
受
ル
如
キ
ハ
、
則
制
禁
二
相
触
レ
、
不
可
得
為
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
付
、
裁
判
上
採
用
不
相
成
候
事
」
と
あ

る
。
第
一
審
は
東
京
裁
な
の
で
あ
る
が
地
裁
原
本
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

（
師
）

東
京
裁
明
治
一
○
年
二
月
一
二
日
判
決
「
貸
金
催
促
ノ
訴
」
に
は
、
当
該
金
円
は
娼
妓
を
質
入
れ
と
し
て
貸
し
渡
し
た
金
円
で
あ
る
か
ら
、

「
即
チ
娼
妓
年
季
奉
公
二
付
テ
ノ
貸
借
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
明
治
五
年
壬
申
六
月
太
政
官
第
弐
百
九
拾
五
号
布
告
一
一
因
り
、
不
及
裁
判
事
」
と
あ
る
。

次
の
判
決
も
第
一
審
は
東
京
裁
で
あ
り
、
地
裁
原
本
か
ら
は
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
東
京
上
等
裁
明
治
一
○
年
五
月
二
九
日
判
決

（
犯
）

「
貸
金
催
促
ノ
ー
件
」
は
、
借
用
証
文
に
抱
飯
売
女
二
名
を
引
当
（
Ｉ
抵
当
）
と
し
て
渡
し
置
い
た
と
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
是
人
身

ヲ
抵
当
ト
シ
テ
金
員
貸
借
ノ
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
抑
人
身
売
買
〈
従
前
国
家
ノ
制
禁
ナ
レ
ハ
、
人
身
ヲ
抵
当
ト
シ
テ
金
員
貸
借
ノ
契
約

ヲ
ナ
ス
モ
亦
以
テ
其
制
禁
二
触
ル
、
モ
ノ
ト
ス
、
故
二
該
契
約
〈
為
ス
ヲ
得
へ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
付
、
契
約
ノ
効
ナ
キ
モ
ノ
ト
相
心
得
候
事
」
と

（
皿
）

し
引
い
た
残
金
の
取
戻
請
求
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
東
京
高
裁
明
治
三
○
年
四
月
一
三
日
判
決
「
約
定
金
請
求
事
件
」
・
東
京
始
審
裁
明
治
一
六
年
一

（
犯
）

月
判
決
「
預
金
請
求
ノ
訴
訟
」
な
ど
）
。
も
し
約
定
年
限
の
中
途
に
お
い
て
廃
業
・
休
業
そ
の
他
の
違
約
事
由
が
発
生
し
た
と
き
は
稼
高
は
違
約
よ
り

生
ず
る
損
害
金
額
と
さ
れ
、
さ
ら
に
衣
料
・
賄
料
等
諸
入
費
を
損
害
補
償
と
し
て
請
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
（
東
京
始
審
裁
明
治
一
三
年
五
月
二

（
調
）
（
狐
）

二
日
判
決
「
約
定
金
請
求
ノ
訴
訟
」
・
東
京
地
裁
明
治
二
四
年
四
月
二
三
日
判
決
「
損
害
要
償
事
件
」
）
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
廃
業

の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
前
借
金
は
身
代
限
に
よ
っ
て
で
も
皆
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
東
京
始
審
裁
明
治
一

（
弱
）

五
年
一
二
月
一
三
日
判
決
「
芸
妓
契
約
履
行
ノ
訴
訟
」
）
。
芸
娼
妓
等
を
稼
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
は
前
借
金
を
返
済
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、

抱
主
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
芸
娼
妓
を
し
て
一
定
の
年
限
の
間
、
稼
業
に
従
事
さ
せ
、
そ
れ
よ
り
生
ず
る
利
益
金
を
取
得
す
る
こ
と
が
主
要
な
目
的

と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
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い
わ
ゆ
る
「
一
生
不
通
養
子
」
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
養
女
約
定
書
の
記
載
や
養
女
本
人
の
承
諾
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
楼
主

か
ら
の
実
家
に
立
ち
戻
っ
て
い
る
養
女
取
戻
を
認
め
た
り
、
養
女
の
実
家
か
ら
の
取
戻
を
認
め
な
か
っ
た
り
、
ま
た
養
女
自
身
か
ら
の
養
父
に
対

す
る
離
縁
請
求
を
否
定
す
る
、
い
わ
ば
養
女
に
不
利
な
判
決
が
承
ら
れ
る
。

（
調
）

例
え
ば
、
東
京
裁
明
治
一
二
年
一
月
一
○
日
判
決
「
養
女
取
戻
ノ
訴
訟
」
は
、
貸
座
敷
業
者
か
ら
の
実
家
に
立
ち
戻
っ
て
い
る
養
女
の
取
戻
請

求
で
あ
る
が
、
甲
号
証
中
に
「
娘
身
分
二
付
外
人
ヨ
リ
故
障
筋
申
入
ル
、
者
ナ
シ
云
々
」
と
記
載
あ
る
の
で
、
良
し
や
原
告
が
養
女
を
芸
妓
又
は

他
人
の
妻
妾
た
ら
し
む
る
も
、
養
女
の
実
父
に
於
い
て
異
議
を
申
し
立
て
る
理
由
は
な
い
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
東
京
裁
明
治
一
三
年
六
月

（
伽
）

二
四
日
判
決
「
養
女
取
戻
之
詞
訟
」
で
は
、
養
女
の
実
家
の
叔
母
か
ら
の
養
女
取
戻
請
求
で
あ
る
が
、
原
告
は
「
遊
女
売
女
等
見
苦
敷
奉
公
〈
決

テ
為
致
間
敷
」
と
い
う
約
定
に
違
反
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
だ
が
養
女
本
人
が
「
原
被
両
家
ヨ
リ
差
止
タ
レ
ト
モ
自
カ
ラ
望
ミ
テ
芸
妓
ト
ナ
リ
タ

ル
旨
申
立
」
、
原
告
と
被
告
双
方
の
口
供
（
Ⅱ
供
述
）
も
ま
た
符
合
す
る
の
で
、
養
女
が
芸
妓
と
な
っ
た
の
は
被
告
の
所
為
に
よ
る
の
で
は
な
い

と
し
て
、
養
女
の
叔
母
か
ら
の
取
戻
請
求
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
虹
）

さ
ら
に
東
京
地
裁
明
治
二
七
年
二
月
二
四
日
判
決
「
養
親
子
離
縁
請
求
事
件
」
は
養
父
の
強
制
に
よ
っ
て
妓
楼
な
ど
の
雇
人
や
娼
妓
に
さ
せ

ら
れ
た
と
し
て
、
養
女
自
身
か
ら
養
父
に
対
し
て
離
縁
を
請
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
原
告
は
青
楼
・
酒
楼
の
雇
人
あ
る
い
は
娼
妓

に
な
っ
た
の
は
被
告
の
強
制
に
よ
る
も
の
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
強
制
し
た
と
い
う
確
証
が
一
も
な
い
か
ら
に
は
、
原
被
両
造
の
承
諾
に
よ
る
も

の
と
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
而
シ
テ
青
楼
酒
楼
一
二
雇
入
ダ
ル
何
ノ
不
可
ナ
ル
所
ア
ラ
ン
、
又
娼
妓
営
業
ノ
如
キ
ハ
醜
業
ダ
ル
’
三
相
違
ナ
キ

モ
、
已
二
当
人
ノ
認
諾
上
之
二
従
事
ス
ル
上
〈
、
一
種
ノ
営
業
ト
シ
テ
許
容
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
仮
令
以
上
ノ
事
実
ア
レ
ハ
ト
テ
此
ヲ
以
テ

し
か
し
こ
の
明
治
九
年
．
一
○
年
の
判
決
以
降
、
貸
金
契
約
そ
れ
自
体
を
無
効
と
す
る
判
決
は
み
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
か
わ
っ

て
明
治
二
年
以
降
に
な
る
と
前
借
金
契
約
を
有
効
と
す
る
判
決
が
現
れ
、
そ
の
後
に
お
い
て
支
配
的
見
解
と
し
て
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

六
芸
娼
妓
と
す
る
た
め
の
養
女
契
約
の
効
力
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離
縁
ノ
理
由
卜
〈
為
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
・
す
な
わ
ち
娼
妓
営
業
は
醜
業
で
は
あ
る
が
、
一
種
の
職
業
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本

人
の
承
諾
も
あ
り
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
離
縁
の
理
由
に
は
該
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
他
方
で
は
、
本
人
の
承
諾
も
な
く
、
ま
た
本
人
稼
業
の
契
約
も
な
い
と
し
て
、
あ
る
い
は
養
女
と
な
る
際
の
約
定
に
「
不
宜
奉
公
等

為
致
間
敷
候
」
と
あ
る
契
約
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、
養
家
か
ら
の
養
女
取
戻
を
否
定
す
る
判
例
が
多
数
あ
る
（
東
京
裁
明
治
三
一
年
一
○
月
一

（
妃
）
（
妃
）

八
日
判
決
「
養
女
取
戻
ノ
詞
訟
」
・
同
明
治
一
三
年
三
月
七
日
判
決
「
養
女
取
戻
ノ
訴
訟
」
な
ど
）
。
ま
た
同
様
に
実
父
か
ら
の
養
女
取
戻
を
認
め
た
判
決

（
“
）

も
あ
る
（
東
京
始
審
裁
明
治
二
二
年
一
月
二
五
日
判
決
「
養
女
取
戻
シ
ノ
訴
訟
」
）
。

（
妬
）

こ
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
判
決
と
し
て
、
東
京
裁
明
治
一
三
年
一
○
月
二
○
日
判
決
「
養
女
取
戻
之
訴
訟
」
が
、
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
判
決

に
よ
る
と
、
被
告
が
養
女
を
貰
い
受
け
た
際
の
契
約
書
と
唱
え
る
乙
第
壱
号
証
に
は
、
今
般
八
才
に
な
る
娘
を
貴
殿
方
へ
養
女
に
差
し
遣
わ
す
処

は
実
正
で
あ
る
。
生
涯
手
当
金
と
し
て
二
○
両
渡
し
下
さ
れ
有
り
難
く
受
け
取
っ
た
こ
と
、
然
る
上
は
将
来
ど
の
よ
う
に
難
渋
し
て
も
娘
を
決
し

て
取
り
戻
さ
な
い
こ
と
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
乙
第
三
号
証
に
は
、
養
女
に
差
し
遣
わ
し
た
娘
を
新
吉
原
町
へ
年
季
奉
公
に
差
し
出
す

こ
と
に
つ
い
て
承
知
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
五
両
を
恵
与
さ
れ
有
り
難
く
受
け
取
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
契
約
証

書
に
よ
り
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
「
（
乙
第
壱
号
証
と
乙
第
三
号
証
の
内
容
）
ヲ
視
レ
ハ
、
縦
令
養
女
ノ
名
義
ア
ル
モ
実
際
売

買
同
様
ノ
所
業
ナ
レ
ハ
、
明
治
五
壬
申
年
第
弐
百
九
十
五
号
公
布
及
上
司
法
省
第
廿
弐
号
布
達
二
背
戻
ス
ル
ヲ
以
テ
、
該
証
〈
契
約
ノ
効
験
ヲ
有

セ
サ
ル
ニ
付
、
被
告
ト
ふ
さ
〈
養
父
子
ノ
関
係
ナ
キ
モ
ノ
ト
断
定
ス
」
・
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
三
生
不
通
養
子
」
契
約
を
明
治
五
年
第
二
九
五

号
布
告
と
司
法
省
第
一
三
号
に
違
背
し
無
効
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
妬
）

も
う
一
つ
興
味
深
い
判
決
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
東
京
始
審
裁
明
治
一
七
年
二
月
二
七
日
判
決
「
養
女
引
戻
ノ
詞
訟
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

養
父
か
ら
の
養
女
引
戻
請
求
で
あ
る
。
芸
妓
営
業
者
で
あ
る
原
告
は
被
告
ミ
ヨ
を
明
治
一
三
年
三
月
に
養
女
と
な
し
、
同
年
一
二
月
に
四
五
円
を

被
告
鉄
五
郎
に
交
付
し
、
直
ち
に
芸
妓
と
な
し
た
こ
と
を
視
れ
ば
、
「
表
面
上
養
女
一
一
シ
テ
其
実
芸
妓
出
稼
ノ
為
メ
雇
入
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

是
し
表
面
仮
粧
ノ
契
約
ナ
レ
ハ
、
到
底
法
律
上
履
行
ヲ
強
請
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ご
と
あ
る
。
表
面
は
養
女
契
約
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
は
芸
娼

妓
契
約
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
表
面
仮
粧
ノ
契
約
」
と
し
て
無
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
妓
と
す
る
た
め
の
養
子
縁
組
は
芸
娼
妓
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以
上
、
考
察
し
た
内
容
を
小
括
す
れ
ば
、
第
一
に
、
芸
娼
妓
契
約
に
つ
い
て
の
大
審
院
の
支
配
的
見
解
は
、
こ
の
契
約
は
稼
業
契
約
と
前
借
金

契
約
と
の
そ
れ
ぞ
れ
別
個
・
独
立
の
二
箇
の
契
約
か
ら
成
る
と
し
、
稼
業
部
分
は
無
効
で
あ
る
が
前
借
金
部
分
は
有
効
と
す
る
二
元
論
的
構
成
を

採
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
構
成
は
最
高
裁
昭
和
三
○
年
一
○
月
七
日
の
い
わ
ゆ
る
前
借
金
無
効
判
決
で
、
稼
業
契
約
と
消
費
貸

借
契
約
は
密
接
に
関
連
し
て
互
い
に
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
定
し
、
し
た
が
っ
て
契
約
の
一
部
た
る
稼
業
契
約
の
無
効
は
ひ
い
て
契
約

全
体
の
無
効
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
従
来
の
判
例
理
論
を
捨
て
、
一
体
不
可
分
一
元
論
が
採
用
さ
れ
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
大
審
院
の
支
配
的
見
解
で
あ
っ
た
こ
の
二
元
論
の
系
譜
を
東
京
地
裁
・
東
京
高
裁
の
判
例
に
辿
り
、
東
京
高
裁
の
明
治
二
年
九
月
一
二

日
判
決
、
東
京
地
裁
の
明
治
一
二
年
二
月
一
七
日
判
決
以
来
、
判
例
理
論
と
し
て
二
元
論
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
、
明
治
前

期
の
下
級
審
の
支
配
的
見
解
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
主
と
し
て
明
治
民
法
以
後
の
大
審
院
に
お
け
る
支
配
的
な
判
例
理

論
が
、
夙
に
東
京
地
裁
・
東
京
高
裁
で
は
明
治
の
初
期
か
ら
辿
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
大
審
院
の
明
治
二
九
年
三
月
二
日
判
決
は
芸
娼
妓

の
自
由
廃
業
を
認
め
た
最
初
の
輝
か
し
い
判
決
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
東
京
裁
で
は
明
治
の
初
期
の
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
間
も
な
い

頃
か
ら
芸
娼
妓
の
自
由
廃
業
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
楼
主
か
ら
の
芸
妓
営
業
の
強
制
が
否
定
さ
れ
、
彼
ら
に
よ
る
実
家
な
ど
に

立
ち
戻
っ
て
い
る
娼
妓
の
取
戻
請
求
も
否
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
興
味
深
い
判
例
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
第
三
に
、
東
京
裁
に
お
い
て
も
、

前
借
金
契
約
に
つ
い
て
は
有
効
と
す
る
判
例
が
支
配
的
な
の
で
あ
る
が
、
明
治
一
○
年
に
は
明
治
五
年
第
二
九
五
号
布
告
に
よ
り
無
効
と
し
た
進

歩
的
な
判
例
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
四
に
、
芸
妓
と
す
る
た
め
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
実
体
は

芸
娼
妓
契
約
で
あ
り
、
表
面
仮
装
の
契
約
で
あ
る
と
し
て
、
明
治
五
年
第
二
九
五
号
布
告
等
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

芸
妓
と
す
る
た
め
の
養
子
縁
組
を
芸
娼
妓
契
約
と
同
列
に
置
い
て
無
効
と
す
る
、
す
な
わ
ち
反
公
序
良
俗
性
の
問
題
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
進

契
約
と
同
列
に
置
い
て
無
効
と
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て
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こ
の
よ
う
に
本
稿
で
は
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
東
京
地
裁
・
東
京
高
裁
の
判
決
に
よ
り
「
芸
娼
妓
契
約
の
法
的
効
力
」
の
一
端
を
考
察
し

た
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
多
く
の
問
題
が
未
解
明
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
明
治
前
期
の
大
審
院
判
決
の
発
掘
と
そ
こ
に
お
け
る

判
例
理
論
の
分
析
で
あ
り
、
こ
の
研
究
も
従
来
な
さ
れ
て
い
な
い
領
域
で
あ
る
。
第
二
に
、
娘
を
和
売
し
た
者
の
刑
事
罰
な
ど
刑
法
の
側
面
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
第
三
に
、
貸
座
敷
と
娼
妓
渡
世
は
地
方
官
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
紛
争
に
つ
い
て
の
行
政
庁

に
よ
る
処
分
の
実
態
に
つ
い
て
、
第
四
に
、
明
治
初
期
の
判
決
と
司
法
省
な
ど
の
指
令
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
第
五
に
、
下
級
審
判
決
に
お
い

て
前
借
金
契
約
を
有
効
と
す
る
判
例
理
論
の
系
譜
を
辿
る
研
究
な
ど
い
ず
れ
も
重
要
な
諸
問
題
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

歩
的
な
判
例
理
論
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
『
最
高
裁
判
所
民
事
判
決
集
九
巻
』
一
六
一
六
頁
以
下
。

（
２
）
『
大
審
院
民
事
判
決
録
二
七
輯
』
一
七
七
四
頁
以
下
。

（
３
）
『
大
審
院
民
事
判
決
録
二
四
輯
』
一
九
五
四
頁
以
下
。

（
４
）
『
明
治
五
年
法
令
全
書
』
二
○
○
頁
以
下
。

（
５
）
『
明
治
五
年
法
令
全
書
』
一
三
三
七
頁
以
下
。

（
６
）
『
明
治
八
年
法
令
全
書
』
一
五
九
頁
以
下
。

（
７
）
『
明
治
三
三
年
法
令
全
書
乙
』
七
四
七
頁
以
下
。

（
８
）
『
大
審
院
民
事
判
決
録
二
輯
三
巻
』
五
○
頁
以
下
。

（
９
）
『
大
審
院
民
事
判
決
録
六
輯
二
巻
』
八
一
頁
以
下
。

（
Ⅲ
）
我
妻
栄
「
判
例
よ
り
見
た
る
『
公
の
秩
序
善
良
の
風
俗
』
」
（
法
学
協
会
雑
誌
四
一
巻
五
号
、
一
九
二
三
年
）
一
○
八
頁
以
下
、
同
「
前
借
金
無
効
の
判
決
」

（
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
号
、
一
九
五
五
年
）
二
三
頁
以
下
。
末
弘
厳
太
郎
「
判
例
を
通
し
て
見
た
人
身
売
買
」
（
法
律
時
報
三
巻
九
号
、
一
九
三
一
年
）
三
頁

以
下
。
西
村
信
雄
「
前
借
金
契
約
に
つ
い
て
（
一
）
（
二
．
完
）
」
（
民
商
法
雑
誌
七
巻
三
号
六
○
頁
以
下
、
同
巻
六
号
一
二
頁
以
下
、
一
九
三
八
年
）
、
同

「
前
借
金
無
効
の
判
決
に
つ
い
て
」
（
法
律
時
報
二
八
巻
一
号
、
一
九
五
六
年
）
九
一
頁
以
下
。
川
島
武
宜
「
人
身
売
買
の
法
律
関
係
ｌ
芸
娼
妓
丸
抱
契
約
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の
効
力
に
つ
い
て
Ｉ
（
一
）
」
（
法
学
協
会
雑
誌
六
八
巻
七
号
、
一
九
五
○
年
）
六
九
九
頁
以
下
、
同
「
前
借
金
無
効
の
判
決
に
つ
い
て
」
（
判
例
時
報
六
三

号
、
一
九
五
五
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
人
身
売
買
契
約
の
法
的
効
力
」
（
法
律
時
報
二
七
巻
九
号
、
一
九
五
五
年
）
七
二
頁
以
下
、
同
『
民
法
総
則
（
法
律
学

全
集
Ⅳ
と
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
二
三
六
頁
以
下
。
中
川
善
之
助
「
前
借
ｌ
最
高
裁
の
新
判
例
ｌ
」
（
法
律
時
報
二
七
巻
一
二
号
、
一
九
五
五
年
）
五

一
頁
以
下
。
三
淵
乾
太
郎
「
前
借
金
は
返
還
す
る
を
要
し
な
い
Ｉ
最
高
裁
の
最
近
の
判
決
に
つ
い
て
ｌ
」
（
判
例
タ
イ
ム
ス
五
二
号
、
一
九
五
五
年
）
一

頁
以
下
。
田
村
五
郎
「
前
借
金
無
効
の
判
決
に
つ
い
て
」
（
法
学
新
報
六
三
巻
五
号
、
一
九
五
六
年
）
一
二
頁
以
下
。
谷
口
知
平
「
酌
婦
と
し
て
の
稼
業

契
約
に
伴
い
消
費
貸
借
名
義
で
交
付
さ
れ
た
金
員
の
返
還
請
求
の
許
否
」
（
民
商
法
雑
誌
三
四
巻
三
号
、
一
九
五
七
年
）
八
五
頁
以
下
。
田
中
実
「
前
借
無

効
と
公
序
良
俗
」
（
『
（
増
補
版
）
判
例
演
習
・
民
法
総
則
』
、
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
）
七
八
頁
以
下
。
幾
代
通
「
前
借
金
無
効
」
（
『
民
法
判
例
百
選
Ｉ
』
、

有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
三
八
頁
以
下
。
東
京
大
学
判
例
研
究
会
「
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究
Ｍ
・
酌
婦
と
し
て
の
稼
働
契
約
が
公
序
良
俗
に
反
し
無

効
で
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
に
伴
い
消
費
貸
借
名
義
で
交
付
さ
れ
た
金
員
の
返
還
請
求
は
許
さ
れ
な
い
」
（
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
四
号
、
一
九
八
○
年
）
五

七
七
頁
以
下
。
牧
英
正
『
近
世
日
本
の
人
身
売
買
の
系
譜
』
（
創
文
社
、
一
九
七
○
年
）
。
矢
野
達
雄
「
史
料
と
し
て
の
裁
判
所
文
書
ｌ
松
山
地
方
裁
判
所

所
蔵
資
料
を
例
と
し
て
ｌ
」
（
愛
媛
大
学
「
社
会
科
」
学
研
究
一
七
号
、
一
九
八
九
年
）
三
四
頁
以
下
な
ど
。

（
ｕ
）
東
京
高
裁
『
明
治
二
年
度
民
事
判
決
原
本
二
’
六
』
。

（
皿
）
東
京
高
裁
『
明
治
一
二
年
度
民
事
判
決
原
本
一
二
’
一
四
』
。

（
過
）
東
京
高
裁
『
明
治
一
五
年
度
民
事
判
決
原
本
一
五
’
一
三
』
。

（
皿
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
二
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
ｌ
こ
。

（
妬
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
四
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
五
’
四
』
。

（
肥
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
五
年
裁
判
言
渡
書
四
’
四
』
。

（
Ⅳ
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
七
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
二
’
一
』
。

（
旧
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
七
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
二
ｌ
こ
・

（
岨
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
五
年
裁
判
言
渡
書
四
’
二
』
。

（
別
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
六
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
四
’
三
』
。

（
虹
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
九
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
三
Ｉ
上
』
。

（
〃
）
東
京
地
裁
『
明
治
二
二
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
八
’
三
』
。
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東
京
地
裁
『
明
治
一
二
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
’
二
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
四
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
五
ｌ
こ
・

東
京
地
裁
『
明
治
二
三
年
民
事
裁
判
言
渡
書
（
仮
編
冊
綴
）
二
’
二
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
○
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
三
’
三
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
三
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
’
五
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
四
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
五
’
二
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
二
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
’
六
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
二
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
’
六
』
。

東
京
高
裁
『
明
治
三
○
年
度
民
事
控
訴
事
件
判
決
原
本
三
○
’
四
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
五
年
裁
判
言
渡
書
四
’
四
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
二
三
年
民
事
裁
判
言
渡
書
（
仮
編
冊
綴
）
二
’
四
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
二
三
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
二
’
二
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
五
年
裁
判
言
渡
書
四
’
四
』
。

東
京
高
裁
『
明
治
九
年
度
民
事
判
決
原
本
九
’
三
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
九
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
上
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
九
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
下
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
二
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
五
’
五
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
三
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
’
三
』
。

東
京
地
裁
『
自
明
治
二
四
年
至
二
八
年
民
事
（
タ
）
判
決
原
本
全
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
二
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
’
四
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
三
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
’
三
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
二
一
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
五
’
三
』
。

東
京
地
裁
『
明
治
一
三
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
六
’
四
』
。
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（
妬
）
東
京
地
裁
『
明
治
一
六
年
民
事
裁
判
言
渡
書
編
冊
四
’
四
』
。

（
一
九
九
一
年
八
月
一
四
日
脱
稿
）

（
熊
本
大
学
法
学
部
・
日
本
法
制
史
）
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